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扇ヶ浜海岸
駐車場

至
紀
伊
田
辺
駅

小規模事業者を支援します

問合せ　商工振興課 商工労政係（☎ 0739-26-9970）

扇ヶ浜公園整備事業により
扇ヶ浜公園の一部が使用できません

問合せ　管理課 公園係（☎ 0739-26-9966）

景観まちづくり刷新事業に伴う道路舗装美装化工事を行います

問合せ　都市計画課 計画整備係（☎ 0739-26-9937）

　

扇
ヶ
浜
公
園
整
備
事
業
に
よ

る
武
道
館
建
築
工
事
及
び
公
園

整
備
工
事
に
伴
い
、
工
事
期
間

中
、
左
図
の
と
お
り
扇
ヶ
浜
公

園
の
一
部
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

日
頃
、
公
園
を
使
用
い
た
だ

い
て
い
る
皆
さ
ん
に
は
ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
工
事
範
囲
に
つ
い
て
は
、
工

事
看
板
等
で
周
知
し
ま
す
。

　
市
道
上
屋
敷
下
屋
敷
町
１
号

線
で
、
道
路
舗
装
美
装
化
工
事

と
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
舗
装
を

（
石
畳
調
）
施
工
し
ま
す
。
コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
固
ま
る
ま
で
時

間
を
要
す
る
た
め
、
施
工
中
は

通
行
止
を
実
施
し
ま
す
。

　

住
民
の
皆
さ
ん
や
通
行
さ
れ

る
皆
さ
ん
に
は
、
大
変
ご
迷
惑

を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
通
行
止
区
間
に
つ
い
て
は
、

事
前
に
予
告
看
板
等
で
周
知
し

ま
す
。

高校生レポーターが決定しました

問合せ　企画広報課 広聴広報係（☎ 0739-26-9963）

　

小
規
模
事
業
者
が
、商
工
会
・

商
工
会
議
所
の
支
援
を
受
け
て

作
成
し
た
経
営
計
画
に
沿
っ
て

取
り
組
む
、
販
路
開
拓
等
の
経

費
に
補
助
を
行
う
国
の
制
度

「
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助

金
」
の
申
請
が
、
5
月
18
日
㊎

の
締
切
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
販
路
開
拓
や

販
売
促
進
に
向
け
た
取
組
に
か

か
る
経
費
で
あ
れ
ば
、
幅
広
い

業
種
、用
途
で
活
用
で
き
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
商

工
会
・
商
工
会
議
所
に
関
係
書

類
を
提
出
の
上
、
必
要
書
類
の

作
成
・
交
付
を
依
頼
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
「
広

報
田
辺
」
を
作
成
す
る
こ
と
に

よ
り
、
新
鮮
で
魅
力
あ
る
地
域

情
報
の
発
信
を
行
い
、
市
民
と

の
協
働
に
よ
る
市
政
の
推
進
を

図
る
た
め
、
平
成
24
年
度
か
ら

市
民
レ
ポ
ー
タ
ー
「
広
報
田
辺

ま
ち
か
ど
特
派
員
」
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
か
ら
コ
ー
ナ
ー
名
が

「
青
春
キ
ラ
リ
！ 

高
校
生
レ

ポ
ー
タ
ー
」
に
変
わ
り
、
今
月

号
〜
平
成
31
年
4
月
号
ま
で
、

市
内
の
高
校
生
6
名
が
担
当
し

ま
す
。
今
後
の
活
躍
を
ご
期
待

く
だ
さ
い
。

※
23
ペ
ー
ジ
参
照

　

な
お
、
今
年
度
か
ら
市
も
、

販
売
促
進
等
に
取
り
組
も
う
と

す
る
小
規
模
事
業
者
を
支
援
す

る
た
め
、「
田
辺
市
小
規
模
事

業
者
持
続
化
補
助
金
制
度
」
を

設
け
ま
す
。
国
の
制
度
に
申
請

し
不
採
択
と
な
っ
た
市
内
の
事

業
者
で
、
改
め
て
市
に
申
請
を

行
っ
た
事
業
者
を
対
象
に
、
審

査
に
よ
り
対
象
者
を
決
定
し
、

そ
の
経
費
の
一
部
を
支
援
し
ま

す
。
国
の
制
度
の
採
択
結
果
公

表
は
、
７
月
頃
の
予
定
で
、
不

採
択
と
な
っ
た
事
業
者
に
は
、

商
工
会
・
商
工
会
議
所
を
通
じ

て
市
か
ら
、
手
続
の
ご
案
内
を

行
う
予
定
で
す
。

常時使用する従業員の数
卸売業・小売業

5 名以下サービス業
（宿泊業・娯楽業以外）
サービス業のうち
宿泊業・娯楽業 20 名以下
製造業その他

■補助対象者

国の制度 市の制度

補助対象
経費

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、
旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、
借料、専門家謝金、専門家旅費、車両
購入費（買物弱者対策事業の場合に限
る。）、設備処分費（補助対象経費総額
の 2分の 1が上限）、委託費、外注費

補助率・
補助額

◇補助対象経費の
3分の 2以内
◇補助上限額
50 万円

◇補助対象経費の
2分の 1以内
◇補助上限額
37.5 万円

買い物弱者対策等、特別な取組の場合、
補助上限額を 2倍に引き上げる。

■補助率・補助額等

使用できない場所と期間（予定）
①噴水場及び噴水場南側の広場
7 月上旬～平成 31 年 3 月 31 日
②カッパーク広場及びカッパーク広場北側の部分
10 月 9 日～平成 32 年 3 月 31 日
※工事の進捗状況により、期間が変更となる場合があります。

概略図

通行止区間（下屋敷町地内～中屋敷町地内）
◇第Ⅰ期（　　　部分）　5 月 8 日㊋～ 6月 15 日㊎

◇第 2期（　　　部分）　6 月 18 日㊊～ 7月 14 日㊏

※工事の進捗状況により、期間が変更となる場合があります。

概略図

■特派員紹介（写真左から）［氏名（敬称略）・高校名］
山本 桃花（田辺工業高校）、由谷 胡桃（南紀高校）、中平 まひろ（南紀高校）、
千葉 果歩（南部高校龍神分校）、浦 ひかり（田辺高校）、宮﨑 美奈（神島高校）
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国民健康保険制度が変わります

問合せ　保険課 保険税係（☎ 0739-26-9965）

後期高齢者医療制度にご加入の皆さんへ
～保険料率等の改定について～

問合せ　下記参照
　

国
民
健
康
保
険
は
、
自
営
業
の
方

や
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
な
い
方
な
ど
を
対
象
と
し
た
医
療

保
険
制
度
で
す
。
こ
れ
ま
で
市
町
村

単
位
で
運
営
し
て
き
ま
し
た
が
、
４

月
か
ら
は
、
都
道
府
県
単
位
で
運
営

す
る
こ
と
で
制
度
の
安
定
化
を
図
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
制
度
改
革
で
、
財
政
運
営

の
仕
組
み
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
が
、

各
種
届
出
や
申
請
、
保
険
税
の
計
算

や
お
支
払
い
、
保
健
事
業
、
医
療
機

関
で
の
手
続
等
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

■
制
度
改
革
で
変
わ
る
主
な
も
の

◇
都
道
府
県
単
位
で
資
格
を
管
理

　

国
保
資
格
の
管
理
は
都
道
府
県
単

位
で
行
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
被
保

険
者
証
の
発
行
、
保
険
税
の
計
算
や

お
支
払
い
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
市

町
村
ご
と
に
行
い
ま
す
。

◇
高
額
療
養
費
の
通
算
方
法
が
変
わ

り
ま
す

　

高
額
療
養
費
制
度
で
は
、
直
近
12

か
月
の
間
で
高
額
療
養
費
の
支
給
が

４
回
以
上
あ
っ
た
場
合
（
多
数
回
該

当
）
に
自
己
負
担
額
が
減
額
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
他
の
市
町
村

へ
住
所
異
動
し
た
場
合
、
国
保
の
資

格
が
一
旦
喪
失
す
る
た
め
、
高
額
療

養
費
の
該
当
回
数
を
引
き
継
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
平
成
30
年

度
か
ら
は
、
和
歌
山
県
内
で
の
住
所

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
料
率
等
が
改
定
さ
れ
ま
す
】

■
和
歌
山
県
の
保
険
料
率

平
成
30
・
31
年
度
の
保
険
料
率

（
年
間
）

◇
均
等
割
額　
４
万
５
８
１
２

円（
改
定
前
４
万
４
１
７
７
円
）

◇
所
得
割
率　
８
．８
０
％（
改

定
前
８
．９
３
％
）

◇
保
険
料　
均
等
割
額
＋
所
得

割
額（
１
０
０
円
未
満
切
捨
て
）

◇
賦
課
限
度
額　
62
万
円
（
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、

57
万
円
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。）

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
等

し
く
負
担
す
る
均
等
割
額
と
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
決
ま

る
所
得
割
額
の
合
計
額
と
な

り
、個
人
単
位
で
計
算
し
ま
す
。

　

な
お
、
世
帯
の
所
得
が
低
い

方
に
対
し
て
は
、従
前
ど
お
り
、

均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
今
年
度
よ
り
さ
ら
に
、

均
等
割
の
５
割
軽
減
、
２
割
軽

減
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
軽
減
特
例
措
置
の
見

直
し

　

平
成
29
年
度
か
ら
、
制
度
本

来
の
軽
減
措
置
に
上
乗
せ
を
し

て
行
わ
れ
て
い
る
特
例
措
置
が

見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
所

得
割
軽
減
と
元
被
扶
養
者（
※
）

の
均
等
割
軽
減
が
左
表
の
と
お

り
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
元
被
扶
養
者
と
は
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前

日
に
、
被
用
者
保
険
（
社
会
保

険
や
共
済
組
合
な
ど
）
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
方
の
こ
と
で
す
。

◇
平
成
30
年
度
保
険
料
額
の
通

知
は
、７
月
中
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

★
◇
保
険
課 

保
険
税
係

☎
０
７
３
９
（
２
６
）
９
９
６
５

◇
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合

☎
０
７
３
（
４
２
８
）
６
６
８
８

異
動
で
、
な
お
か
つ
、
世
帯
の
継
続

性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
４
月

以
降
に
発
生
し
た
該
当
回
数
を
引
き

継
ぎ
ま
す
。

医療保険分 後期高齢者支援金等 介護保険分
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

所得割率 5.7％ 5.5％ 2.0％ 1.9％ 1.5％ 1.6％

資産割率 40.0％ 34.8％ 10.0％ 8.5％ 9.7％ 8.9％

被保険者
均等割額 2 万 1,000 円 2 万 2,000 円 7,000 円 7,400 円 9,000 円 1 万 300 円

世帯別
平等割額 2 万 500 円 1 万 9,800 円 6,500 円 6,400 円 5,100 円 5,400 円

都道府県 市町村

◇財政運営の責任主体
◇国保運営方針に基づき、事務の効率化、
標準化、広域化を推進
◇市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
◇保険給付費等交付金の市町村への支払い

◇国保事業費納付金を都道府県に納付
◇資格を管理（被保険者証等の発行）
◇標準保険料率等を参考に保険料（税）率
を決定
◇保険料（税）の賦課・徴収
◇保険給付の決定・支給

■都道府県と市町村の主な役割

住宅耐震診断等の補助をします

問合せ　建築課 建築係（☎ 0739-26-9935）
　

今
後
予
想
さ
れ
る
大
地
震
か

ら
命
を
守
る
た
め
に
は
、
住
宅

の
耐
震
化
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

耐
震
改
修
、
現
地
建
替
え
等
の

補
助
制
度
を
活
用
し
て
ご
自
宅

の
耐
震
化
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

★
次
の
要
件
を
満
た
す
木
造
住

宅
、
非
木
造
住
宅
に
お
住
ま
い

の
方

◇
平
成
12
年
5
月
31
日
以
前
に

着
工
（
非
木
造
住
宅
の
場
合
は

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着

工
）

◇
2
階
建
以
下

◇
延
べ
面
積
２
０
０
㎡
以
下

◇
専
用
住
宅
・
併
用
住
宅

※
非
木
造
住
宅
・
空
き
家
所
有

者
の
方
で
診
断
・
改
修
を
検
討

さ
れ
て
い
る
方
は
着
手
前
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
耐
震
診
断
費
用

◇
木
造
住
宅　
無
料

◇
非
木
造
住
宅

8
万
9
０
０
０
円
の
補
助

■
補
助
金
額

◇
耐
震
改
修
工
事
補
助
金
（
現

地
建
替
え
含
む
。）

上
限
１
１
６
万
6
０
０
０
円

　

こ
の
金
額
内
で
あ
れ
ば
自
己

負
担
無
し
で
改
修
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
が
、
改
修
着
手
前
に

申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
補

助
申
請
後
、
工
事
を
完
了
し
な

い
限
り
補
助
金
は
交
付
さ
れ
ま

せ
ん
。

◇
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
・
ベ
ッ
ド

購
入
・
設
置
補
助
金

上
限
26
万
6
０
０
０
円

※
平
成
31
年
3
月
1
日
㊎
に
事

業
が
完
了
す
る
こ
と

■
募
集
件
数
﹇
先
着
﹈

◇
耐
震
診
断　
２
０
０
件

◇
耐
震
改
修
工
事
補
助
（
現
地

建
替
え
含
む
。）　
35
件

◇
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
・
ベ
ッ
ド

購
入
・
設
置
補
助　
2
件

　

募
集
戸
数
は
、
予
算
の
都
合

に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

★
申
込
書
に
ご
記
入
の
上
、
建

築
課
（
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
1

階
）
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
は
、
建
築
課
又
は
各

行
政
局
産
業
建
設
課
（
19
ペ
ー

ジ
参
照
）
で
配
布
す
る
ほ
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で

き
ま
す
。

★http://w
w
w
.tanabe.

lg.jp
/ken

ch
iku
/in
d
ex.

htm
l

■
保
険
税
率
の
改
定
に
つ
い
て

　

本
市
の
国
保
で
は
、
医
療
費
等
が

増
加
す
る
中
、
10
年
間
、
保
険
税
率

を
据
え
置
い
て
い
ま
し
た
が
、
大
変

厳
し
い
財
政
状
況
と
な
っ
て
お
り
、

平
成
30
年
度
は
、
制
度
改
革
に
よ
り

和
歌
山
県
が
示
す
標
準
的
な
保
険
税

率
を
基
本
と
し
て
、
保
険
税
率
等
を

改
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

保
険
税
の
年
間
税
額
は
、
世
帯
で

算
定
し
た
「
医
療
保
険
分
」「
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
」「
介
護
保
険
分
」

の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
保
険
税
額
の
通
知

は
、
７
月
中
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

軽減割合
平成 29 年度 2 割

平成 30 年度 軽減なし

■所得割軽減

軽減割合
平成 29 年度 7 割

平成 30 年度 5 割

■元被扶養者の均等割軽減
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ニュースポーツ教室を開催します

問合せ　下記参照

第 26 回文協フェスティバルを開催します

問合せ　文化振興課 文化振興係（☎ 0739-26-9943）

水を大切に使いましょう

問合せ　下記参照

★
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
機
会
の

少
な
い
方

★
各
日
と
も
30
名
（
定
員
に
達

し
次
第
締
切
り
）

★
運
動
の
で
き
る
服
装
・
室
内

用
運
動
靴
（
屋
外
実
施
時
は
運

動
靴
）・
タ
オ
ル
・
飲
物 

等

★
参
加
申
込
書
に
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
ご
記
入
の

上
、
下
記
へ
電
話
又
は
F
A
X
・

E
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
参
加
申
込
書
は
下
記
で

【
展
示
部
門
】

★
５
月
19
日
㊏
・
20
日
㊐

★
９
時
〜
17
時
（
お
茶
会
は
16

時
ま
で
）

★
紀
南
文
化
会
館

◇
展
示
ホ
ー
ル
（
１
階
）　
書
・

洋
画

◇
小
ホ
ー
ル
（
４
階
）　
生
花
・

革
細
工
・
押
し
花
・
ち
ぎ
り
絵
・

川
柳
・
収
集
色
紙
・
紀
州
て
ま

り
・
水
墨
画

◇
研
修
室
（
4
階
）　
古
谷
石
・

俳
句
・
陶
芸

◇
お
茶
席
（
4
階
）

【
舞
台
部
門
】

★
◇
５
月
26
日
㊏　
第
１
部

詩
吟
・
日
本
舞
踊
・
箏そ
う
き
ょ
く曲・
津

軽
三
味
線
・
三さ
ん
げ
ん絃

◇
５
月
27
日
㊐　
第
２
部

大
正
琴
・
新
舞
踊
・
剣
舞
・
民

謡
・
津
軽
三
味
線

◇
６
月
3
日
㊐　
第
３
部

太
極
拳
・
バ
レ
エ
・
フ
ラ
ダ
ン

ス
・
社
交
ダ
ン
ス
・
タ
ヒ
チ
ア

ン
ダ
ン
ス
・
太
鼓
・
合
唱 

★
全
て
13
時
30
分

★
紀
南
文
化
会
館「
大
ホ
ー
ル
」

■
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
水

　

６
月
１
日
〜
７
日
は
水
道
週

間
で
す
。
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な

い
水
の
大
切
さ
を
こ
の
機
会
に

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
水
の
使

用
量
が
増
え
、
７
月
〜
８
月
が

最
も
多
く
な
り
ま
す
。
水
を
大

切
に
使
う
た
め
に
、
歯
磨
き
や

洗
顔
時
に
は
こ
ま
め
に
蛇
口
を

閉
め
る
、
洗
車
は
バ
ケ
ツ
に
た

め
た
水
を
使
う
な
ど
、
身
近
に

で
き
る
こ
と
か
ら
、
あ
な
た
も

始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

■
漏
水
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　

ご
家
庭
の
水
道
設
備
は
、
皆

さ
ん
に
管
理
責
任
が
あ
り
ま
す

の
で
、
も
し
漏
水
が
発
生
し
た

場
合
、
漏
水
分
の
料
金
は
皆
さ

ん
の
ご
負
担
と
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
避
け
る
た

め
、
時
々
点
検
を
し
て
く
だ
さ

い
。家
中
の
蛇
口
を
全
て
閉
め
、

水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト

マ
ー
ク
が
回
っ
て
い
れ
ば
、
漏

水
信
号
と
な
り
ま
す
。

　

漏
水
を
発
見
し
た
場
合
は
、

市
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

■
水
道
の
修
繕
等
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
家
庭
内
の
水
道
の

修
繕
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

う
い
っ
た
修
繕
や
水
道
の
新
増

設
等
の
工
事
は
、
市
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
に
ご
依
頼
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
消
火
栓
の
使
用
等
に
よ
る
濁

り
水
に
つ
い
て

　

消
火
栓
の
使
用
や
水
道
管
破

裂
に
よ
る
漏
水
な
ど
が
あ
る

と
、
水
道
管
の
中
を
流
れ
て
い

る
水
の
速
さ
や
方
向
が
変
わ

り
、
水
道
水
が
赤
茶
色
に
濁
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
飲
み

水
等
へ
の
使
用
に
は
十
分
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
通
常
は
し
ば
ら

く
流
し
続
け
る
と
き
れ
い
に
な

り
ま
す
が
、
き
れ
い
に
な
ら
な

い
場
合
は
、
左
記
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

★
水
道
部 

業
務
課 

庶
務
係

☎
０
７
３
９
（
２
４
）
０
０
１
１

※
時
間
外

☎
０
７
３
９
（
２
４
）
７
９
２
０

★http://w
w
w
.city.tanabe.

lg.jp/suidou/index.htm
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パイロットマーク

大
塔
太
鼓

▲

紀
州
て
ま
り

▲

軽自動車税の減免制度をご利用ください

問合せ　税務課 庶務係（☎ 0739-26-9919）
　

軽
自
動
車
税
に
は
、
身
体
障

害
者
等
に
対
す
る
減
免
、
構
造

を
変
更
し
た
車
両
に
対
す
る
減

免
、
公
益
の
た
め
に
直
接
専
用

す
る
車
両
に
対
す
る
減
免
等
が

あ
り
ま
す
。

【
身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持

ち
の
方
に
対
す
る
減
免
】

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
（
障
害

の
程
度
に
よ
り
ま
す
。）
を
お
持

ち
の
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
で
、
左
記
の
①
〜
③
に
該
当

す
る
方
が
運
転
す
る
場
合
で
す
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方
が
18
歳
未
満
の
場
合
や
、

療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方
の

場
合
は
、
生
計
を
一
に
す
る
方

が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
を
含

み
ま
す
。

★
①
当
該
身
体
障
害
者
等
本
人

②
当
該
身
体
障
害
者
等
と
生
計

を
一
に
す
る
方

③
当
該
身
体
障
害
者
を
常
時
介

護
す
る
方
（
身
体
障
害
者
等
の

み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
限
る
。）

※
他
に
も
条
件
等
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
上
記
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
身
体
障
害
者
等
が
利
用
す
る

た
め
に
構
造
を
変
更
し
た
車
両

に
対
す
る
減
免
】

　

車
椅
子
の
昇
降
装
置
又
は
固

定
装
置
、
浴
槽
を
装
備
し
て
い

る
な
ど
、
そ
の
構
造
が
専
ら
身

体
障
害
者
等
の
利
用
の
た
め
の

と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
す
。

※
車
両
に
対
す
る
減
免
で
、
台

数
に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
所
有
者
が
法
人
の
場
合
で
も

減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
公
益
の
た
め
に
直
接
専
用
す

る
車
両
に
対
す
る
減
免
】

　

公
益
法
人
等
が
社
会
福
祉

法
に
定
め
る
社
会
福
祉
事
業
な

ど
、
公
益
性
の
高
い
事
業
の
た

め
に
使
用
し
て
い
る
場
合
で
す
。

【
減
免
申
請
の
共
通
事
項
】

★
減
免
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う

か
や
手
続
に
必
要
な
も
の
な
ど

に
つ
い
て
は
、
上
記
へ
お
問
い

合
わ
せ
の
上
、
納
税
通
知
書
が

届
い
て
か
ら
納
期
限
の
５
月
31

日
㊍
ま
で
に
、
上
記
（
本
庁
舎

2
階
）
又
は
各
行
政
局
住
民
福

祉
課
（
19
ペ
ー
ジ
参
照
）
で
手

続
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

納
税
通
知
書
は
５
月
10
日
㊍
か

ら
順
次
送
付
さ
れ
ま
す
。

配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

★
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

市
民

ス
ポ
ー
ツ
係
（
田
辺
ス
ポ
ー

ツ
パ
ー
ク
管
理
事
務
所
内
）

〒
６
４
６
―

０
０
６
１

上
の
山
一
丁
目
23
―

1
―

1

☎
０
７
３
９
（
２
５
）
２
５
３
１

★
０
７
３
９
（
２
５
）
０
３
８
７

★sports@
city.tanabe.lg.jp

★http://w
w
w
.city.tanabe.

lg.jp/sports/index.htm
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日程 種目 会場
5 月 16 日㊌ 19 時～ 21 時 カローリング 田辺 SP体育館

6月 16 日㊏
13 時 30 分～
15 時 30 分

ノルディック
ウォーキング 田辺 SP内

7月 18 日㊌ 19 時～ 21 時 ラケットテニス 田辺 SP体育館

8月 22 日㊌ 19 時～ 21 時 グラウンドゴルフ 田辺SP陸上競技場

9月 19 日㊌ 19 時～ 21 時 室内ペタンク 田辺 SP体育館

10 月 20 日㊏
13 時 30 分～
15 時 30 分 古道ウォーク 市内（市民総合セ

ンター～鬪雞神社）
11 月 21 日㊌ 19 時～ 21 時 インディアカ 田辺 SP体育館

12 月 15 日㊏
13 時 30 分～
15 時 30 分

ターゲットバード
ゴルフ

田辺SP多目的グラ
ウンド

1月 16 日㊌ 19 時～ 21 時 キンボールスポーツ 田辺 SP体育館

2月 16 日㊏
13 時 30 分～
15 時 30 分 スカイクロス 田辺 SP体育館

3月 20 日㊌ 19 時～ 21 時 囲碁ボール 田辺 SP体育館

■日程及び種目等
※表中の「田辺 SP」は田辺スポーツパークの略です。


